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平成２７年第３回片品村議会臨時会会議録第１号 
 
議事日程 第１号 

    平成２７年５月１３日（水曜日）午後１時３０分開議 

 
日程第 １ 仮議席の指定について 
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日程第 ４ 副議長の選挙について 
日程第 ５ 常任委員の選任について 
日程第 ６ 議会運営委員の選任について 
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日程第 ８ 利根東部衛生施設組合議会議員の選挙について 
日程第 ９ 議案第４５号 工事請負契約の締結について 
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議会事務局長（星野勝彦君） 大変お疲れさまです。 

 議会事務局長の星野です。 

 本臨時会は、一般選挙後初めての議会です。 

 議長が選挙されるまでの間、地方自治法第１０７条の規程によって、出席議員の中で年

長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっています。 

年長の今井功議員をご紹介いたします。 

 今井功さん、議長席にお着きください。 

〔今井 功議員 議長席に着席〕 

─────────────────────────────────── 
臨時議長（今井 功君） ただいまご紹介されました今井功でございます。 

 地方自治法１０７条の規程によりまして、臨時に議長の職務を行います。 

 議事の進行等、ふ慣れなため、不手際な点もございますが、ご協力よろしくお願いしま

す。 

 このたびの統一地方選挙におきまして、当選の栄誉を得られましたことをお互いにご同

慶に存じ、心からお祝い申し上げます。 

 去る、８日に開催されました議員懇談会の席上で、議員の自己紹介、村当局の自己紹介

がなされておりますので、省略させていただきます。 

─────────────────────────────────── 
臨時議長（今井 功君） 引き続き、村長より招集のあいさつがあります。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 本日、ここに平成２７年第３回片品村議会臨時会をお願いいたしましたところ、ご多忙

の中ご出席をいただきまして、厚くお礼を申し上げます。 

 去る４月２６日執行されました村議会議員の選挙におきまして、激戦を勝ち抜かれ、め

でたく当選の栄誉を勝ち取られた新議員の皆様方に、ここに改めて心よりお祝い申し上げ

ます。 

 さて、５月４日、ユネスコ世界遺産委員会の諮問機関イコモスが九州と山口県を中心と

する８県１１市の２３の施設から構成される明治日本の産業革命遺産、製鉄、鉄鋼、造船、

石炭産業を世界遺産に登録するよう勧告を行ったことが大きな話題となっていますが、群

馬県と関係市町村で申請いたしました「かかあ天下ぐんまの絹物語」が４月２１日に開催

されました、日本遺産審査委員会の審査を経て、日本遺産に認定されました。永井流養蚕

法を広め、「農家の財布のひもはかかあが握るべし」と説いた永井いとの物語を発信し、

片品村のもう一つの魅力を多くの皆さんに再認識していただくとともに、片品村に多くの

方が訪れていただくことで地域の活性化に役立てたいと考えております。 
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 春の大型連休を前に、これから新緑の素晴らしい季節を迎え、農作業や行楽シーズンも

本格的になってまいりました。新議員の皆様方には、体に気をつけて、今後４年間ご活躍

くださいますようご期待申し上げます。 

 さて、本日の臨時会にお願いする案件ですが、工事請負契約の締結、専決処分の報告、

片品村固定資産評価員の選任、片品村監査委員の選任でございます。 

 案件につきましては、その都度、ご説明を申し上げますので、ご審議の上、ご承認くだ

さいますようお願いを申し上げて、招集のあいさつとさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

─────────────────────────────────── 
臨時議長（今井 功君） ただいまから平成２７年第３回片品村議会臨時会を開催します。 

 本日の会議を開きます。 

 

午後 １時３２分 開会 

─────────────────────────────────── 
日程第１ 仮議席の指定について 

 

臨時議長（今井 功君） 日程第１、仮議席の指定を行います。 

 仮議席は、ただいま着席の議席とします。 

─────────────────────────────────── 
日程第２ 議長の選挙について 

 

臨時議長（今井 功君） 日程第２、議長の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法１１８条第２項の規定によって、指名推選にしたい

と思います。 

 ご異議ありませんか｡ 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 
臨時議長（今井 功君） 異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 
臨時議長（今井 功君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議長が指名することに決定しました。 
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 議長に星野千里君を指名します。 

 お諮りします。 

ただいま、議長が指名した星野千里君を議長の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 
臨時議長（今井 功君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました星野千里君が議長に当選されました。 

 ただいま議長に当選された星野千里君が議場におられます。 

 会議規則第３３条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

 星野千里君、議長就任のあいさつをお願いします。 

（議長 星野千里君登壇） 

 

議長（星野千里君） 一言、ごあいさつを申し上げます。 

 このたび議長選挙に当たり、不肖私が議員各位の温かいご推挙によりまして、片品村議会議

長の要職に就任することになりましたことは、まことに身に余る光栄と深く感謝申し上げます。 

 片品村議会は連綿と続いてまいりました先人の人たちのご活躍により、今日を迎えてま

いりました。私、星野千里が34代目の議長という流れの中で、先輩が築いてこられた片品

村政をしっかり発展させていく責務を感じております。 

 時代は地方創生の時代を迎えています。片品村が21世紀に全国に先駆けて光り輝く地域

として発展していくために、執行部と議員は対等補完の関係にあり、村民のために開かれ

た明るい村議会運営に努力、傾注していく所存です。議員各位のご協力をよろしくお願い

いたしまして、就任のあいさつとさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

臨時議長（今井 功君） 星野千里君、議長席にお着き願います。 

 これで臨時議長の職務は全部終了しました。 

 ご協力ありがとうございました。 

（臨時議長 今井 功君議長席を退席、議長 星野千里君議長席に着席） 

 
議長（星野千里君） それでは議長の職に就かせていただきました。 

─────────────────────────────────── 
議長（星野千里君） 暫時休憩いたします。 

午後 １時３７分 

 

午後 １時３９分 

議長（星野千里君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

─────────────────────────────────── 
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日程第１ 議席の指定について 

 

議長（星野千里君） 日程第１、議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第４条第１項の規定により、議長において指定します。 

 議席番号と議員氏名を議会事務局長に朗読させます。 

 議会事務局長、星野勝彦君。 

 

事務局長（星野勝彦君） はい、議会事務局長。 

 朗読いたします。 

 日程第１ 議席の指定について 

 本村議会会議規則第４条第１項の規定により、議席を次のように指定する。 

 平成２７年５月１３日 提出 

 片品村議会議長 星野千里 

 議席 氏名 

 １番 千明 勉、２番 後藤眞平、３番 萩原正信、４番 星野千里、５番 髙山悦夫、

６番 星野栄二、７番 梅澤志洋、８番 星野精一、９番 千明道太、10番 星野逸雄、 

11番 今井 功、12番 入澤登喜夫 

 以上です。 

 

議長（星野千里君） ただいま朗読しましたとおり、議席を指定します。 

 議席札を立ててください。 

（議員 議席札を立てる） 

─────────────────────────────────── 
日程第２ 会議録署名議員の指名 

 
議長（星野千里君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、１番 千明 勉

君及び２番 後藤眞平君を指名します。 

─────────────────────────────────── 
日程第３ 会期の決定 

 
議長（星野千里君） 日程第３、会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日限りとしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日１日限りと決定しました。 

─────────────────────────────────── 
日程第４ 副議長の選挙について 

 
議長（星野千里君） 日程第４、副議長の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選にした

いと思います。 

 ご異議ありませんか｡ 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議長が指名することに決定しました。 

 副議長に１２番 入澤登喜夫君を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま、議長が指名しました１２番 入澤登喜夫君を副議長の当選人と定めることに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました１２番 入澤登喜夫君が副議長に当選されました。 

 ただいま副議長に当選された１２番 入澤登喜夫君が議場におられます。 

 会議規則第３３条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

 １２番 入澤登喜夫君、副議長就任のあいさつをお願いします。 

（副議長 入澤登喜夫君登壇） 

 
副議長（入澤登喜夫君） はい、１２番。 

 ただいま、ご指名をいただき、指名推選で副議長という大役を仰せつかりました。大変

身に余る思いでありますが、昨今叫ばれております地方創生、これからは地方が成長の主
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役をしていかなければならないという時代が参ります。行政と議会が一体となって村民の

皆さんに喜ばれるような片品村をつくっていくことに邁進したいと思います。 

 これからも皆様方のご指導、ご協力をお願いしまして、就任のあいさつとさせていただ

きます。 

 今後ともよろしくお願いいたします。 

─────────────────────────────────── 
日程第５ 常任委員の選任について 

 
議長（星野千里君） 日程第５、常任委員の選任を行います。 

 常任委員の選任については、委員会条例第７条第２項の規定により、お手元にお配りし

た名簿のとおり指名します。 

 議会事務局長に朗読させます。 

 議会事務局長、星野勝彦君。 

 

議会事務局長（星野勝彦君） はい、議会事務局長。 

 朗読いたします。 

 日程第５ 常任委員の選任について 

 本村議会委員会条例第７条第２項の規定により、次のとおり常任委員を指名する。 

 平成２７年５月１３日 提出 

 片品村議会議長 星野千里 

 委員会名 常任委員 

 総務文教常任委員会 萩原正信、髙山悦夫、梅澤志洋、星野精一、千明道太、星野逸雄 

 観光産業常任委員会 千明 勉、後藤眞平、星野栄二、今井 功、星野千里、入澤登喜

夫 

 以上です。 

 

議長（星野千里君） ただいま朗読しましたとおり、指名したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名した諸君を、それぞれ常任委員に選任することに決定しまし

た。 

─────────────────────────────────── 
日程第６ 議会運営委員の選任について 

 
議長（星野千里君） 日程第６、議会運営委員の選任を行います。 
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 議会運営委員の選任については、片品村委員会条例第７条第２項の規定により、お手元

にお配りした名簿のとおり、指名します。 

 議会事務局長に朗読させます。 

 議会事務局長、星野勝彦君。 

 

議会事務局長（星野勝彦君） はい、議会事務局長。 

 朗読いたします。 

 日程第６ 議会運営委員の選任について 

 本村議会委員会条例第７条第２項の規定により、次のとおり議会運営委員を指名する。 

 平成２７年５月１３日 提出 

 片品村議会議長 星野千里 

 委員会名 委員 

 議会運営委員会 後藤眞平、萩原正信、星野栄二、星野精一、千明道太、今井 功 

 以上です。 

 

議長（星野千里君） ただいま朗読しましたとおり、指名したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名した諸君を、議会運営委員に選任することに決定しました。 

─────────────────────────────────── 
日程第７ 議会広報編集特別委員会委員の選任について 

 
議長（星野千里君） 日程第７、議会広報編集特別委員会委員の選任を行います。 

 議会広報編集特別委員会委員の選任については、片品村委員会条例第７条第２項の規定

により、お手元にお配りした名簿のとおり指名します。 

 議会事務局長に朗読させます。 

 議会事務局長、星野勝彦君。 

 

議会事務局長（星野勝彦君） はい、議会事務局長。 

 朗読いたします。 

 日程第７ 議会広報編集特別委員会委員の選任について 

 本村議会委員会条例第７条第２項の規定により、次のとおり議会広報編集特別委員を指

名する。 

 平成２７年５月１３日 提出 

 片品村議会議長 星野千里 
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 委員会名 特別委員 

 議会広報編集特別委員会 千明 勉、髙山悦夫、星野精一、星野逸雄、今井 功、星野千里 

 以上です。 

議長（星野千里君） ただいま朗読しましたとおり、指名したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名した諸君を、議会広報編集特別委員会委員に選任することに

決定しました。 

─────────────────────────────────── 
議長（星野千里君） 暫時休憩いたします。 

午後 １時４６分 

 

午後 １時５２分 

議長（星野千里君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

─────────────────────────────────── 
議長（星野千里君） 休憩中に各委員会が開催され、正副委員長の互選が行われました。 

 その結果について、報告がされておりますので、正副委員長の氏名を議会事務局長に朗

読させます。 

 議会事務局長、星野勝彦君。 

 

議会事務局長（星野勝彦君） はい、議会事務局長。 

 朗読いたします。 

 総務文教・観光産業常任委員会、議会運営委員会、議会広報編集特別委員会正副委員長

の互選報告について 

 本村議会委員会条例第８条第２項の規定により、次のとおり正副委員長が互選されたの

で報告する。 

 平成２７年５月１３日  

 片品村議会議長 星野千里 

 総務文教常任委員会 委員長 千明道太、副委員長 萩原正信 

 観光産業常任委員会 委員長 星野栄二、副委員長 後藤眞平 

 議会運営委員会 委員長 星野精一、副委員長 今井 功 

 議会広報編集特別委員会 委員長 星野精一、副委員長 今井 功 

 以上です。 

 

議長（星野千里君） ただいま議会事務局長が朗読しましたとおり、委員長、副委員長が
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決定しました。 

─────────────────────────────────── 
日程第８ 利根東部衛生施設組合議会議員の選挙について 

 

議長（星野千里君） 日程第８、利根東部衛生施設組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法について、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選にしたい

と思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議長が指名することに決定しました。 

 利根東部衛生施設組合議会議員には、萩原正信君、星野栄二君、千明道太君、今井 功

君、星野千里、以上の方を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま、議長が指名した５人の方を、利根東部衛生施設組合議会議員の当選人と定め

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名した萩原正信君、星野栄二君、千明道太君、今井 功君、星

野千里が、利根東部衛生施設組合議会議員に当選されました。 

 ただいま当選されました５人の方が議場におられます。 

 会議規則第３３条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

─────────────────────────────────── 
日程第９ 議案第４５号 工事請負契約の締結について 

 
議長（星野千里君） 日程第９、議案第４５号 工事請負契約の締結についてを議題としま

す。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 
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 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 
村長（千明金造君） はい、村長。 

 議案第４５号 工事請負契約の締結について、提案の説明を申し上げます。 

 村道越本・花咲線法面崩落対策工事につきまして、去る５月１日に入札を行い、落札業

者が決定しましたので、契約の締結をお願いするものでございます。 

 なお、詳細につきましては、農林建設課長に説明をさせますので、ご審議のほどよろし

くお願い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） なお、詳細な説明を求めます。 

 農林建設課長、山崎康広君。 
 
農林建設課長（山崎康広君） はい。 

     （詳細説明） 

 
議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第４５号 工事請負契約の締結についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４５号 工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されま
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した。 

─────────────────────────────────── 
日程第１０ 報告第２号 専決処分の報告について 

 
議長（星野千里君） 日程第１０、報告第２号 専決処分の報告についてを議題とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 報告第２号 専決処分の報告について説明を申し上げます。 

 群馬県市町村総合事務組合の組織団体である東毛広域市町村圏振興整備組合が平成２７

年３月３１日限りで解散したため、群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議に

ついて、専決処分したことにより、報告をするものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で報告を終わります。 

─────────────────────────────────── 
日程第１１ 報告第３号 専決処分の報告について 

 
議長（星野千里君） 日程第１１、報告第３号 専決処分の報告についてを議題とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 報告第３号 専決処分の報告について説明を申し上げます。 

 この報告は、地方税法及び法人税法の改正に伴い、片品村税条例の一部を改正する条例

を専決処分したことにより、報告するものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明をさせますので、ご審議のほどよろしくお

願い申し上げます。 
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議長（星野千里君） なお、詳細な説明を求めます。 

 住民課長、金子賢司君。 

 

住民課長（金子賢司君） はい。 

     （詳細説明） 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で報告を終わります。 

─────────────────────────────────── 
日程第１２ 報告第４号 専決処分の報告について 

 
議長（星野千里君） 日程第１２、報告第４号 専決処分の報告についてを議題とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 報告第４号 専決処分の報告について説明を申し上げます。 

 この報告は、地方税法の改正に伴い、片品村国民健康保険税条例の一部を改正する条例

を専決処分したことにより、報告するものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願い申し

上げます。 

 

議長（星野千里君） なお、詳細な説明を求めます。 

 住民課長、金子賢司君。 

 

住民課長（金子賢司君） はい。 

     （詳細説明） 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 
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（「進行」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で報告を終わります。 

─────────────────────────────────── 
日程第１３ 同意第２号 片品村固定資産評価員の選任について 

 
議長（星野千里君） 日程第１３、同意第２号 片品村固定資産評価員の選任についてを

議題とします。 

 本案について、提出者の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 同意第２号 片品村固定資産評価員の選任について、提案の説明を申し上げます。 

 固定資産評価員の選任につきましては、地方税法第４０４条第１項で、村長の指揮を受

けて固定資産を適正に評価し、かつ村長が行う価格の決定を補助するため、村に固定資産

評価員を設置することが定められており、第２項で固定資産評価員は固定資産に関する知

識及び経験を有する者のうちから、村長が議会の同意を得て選任することが定められてお

ります。 

 今回の選任につきましては、前任者の吉野耕治、辞任のため、新たに金子賢司を選任し

たいので、同意をお願いするものでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、同意第２号 片品村固定資産評価員の選任についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、同意第２号 片品村固定資産評価員の選任については、原案のとおり同意

することに決定しました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１４ 同意第３号 片品村監査委員の選任について 

 
議長（星野千里君） 日程第１４、同意第３号 片品村監査委員の選任についてを議題と

します。 

 本案について、提出者の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 同意第３号 片品村監査委員の選任について、提案の説明を申し上げます。 

 監査委員の小林正雄氏の任期満了に伴い、後任として戸丸廣安氏を選任したいというも

のであります。 

 戸丸廣安氏につきましては、人格及び識見とも適任者だと思いますので、ご審議の上、

ご同意くださいますようお願い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、同意第３号 片品村監査委員の選任についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、同意第３号 片品村監査委員の選任については、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１５ 同意第４号 片品村監査委員の選任について 

 
議長（星野千里君） 日程第１５、同意第４号 片品村監査委員の選任についてを議題と

します。 

 地方自治法第１１７条の規定により、入澤登喜夫君の退場を求めます。 

（１２番 入澤登喜夫君退場） 

 
議長（星野千里君） 本案について、提出者の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 同意第４号 片品村監査委員の選任について、提案の説明を申し上げます。 

 監査委員の入澤登喜夫氏の任期満了に伴い、引き続き入澤登喜夫氏を選任したいという

ものであります。 

 入澤登喜夫氏につきましては、４年間の実績があり、議員経験も長く、適任者だと思い

ますので、ご審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 
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 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、同意第４号 片品村監査委員の選任についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、同意第４号 片品村監査委員の選任については、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 

（１２番 入澤登喜夫君入場） 

 

議長（星野千里君） 入澤登喜夫君は着席願います。 

 片品村監査委員は、入澤登喜夫君に決定しました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１６ 閉会中の継続調査申し出について 

 
議長（星野千里君） 日程第１６、閉会中の継続調査申し出についてを議題とします。 

 議会運営委員長から会議規則第７５条の規定によって、お手元に配りました申出書のと

おり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１７ 字句等の整理委任について 

 
議長（星野千里君） 日程第１７、字句等の整理委任についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会で議決された事件について、その字句及び数字等の整理を要するものについて



－21－ 

は、会議規則第４５条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 
議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、字句及び数字等の整理は、議長に委任することに決定しました。 

 これで本日の日程は、全部終了しました。 

─────────────────────────────────── 
議長（星野千里君） 以上で会議を閉じます。 

 平成２７年第３回片品村議会臨時会を閉会します。 

 
午後 ２時１６分  閉会 

 


